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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
記
録
回
復
に
基
づ
い
て
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質
問
に
対
す
る

答
弁
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一
に
つ
い
て

国
民
年
金
又
は
厚
生
年
金
保
険
の
受
給
権
者
の
年
金
の
裁
定
を
変
更
す
る
処
理
（
以
下
「
裁
定
変
更
処
理
」
と
い
う
。
）

の
申
出
書
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
週
に
一
回
社
会
保
険
事
務
所
か
ら
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
へ
進
達
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
裁
定
変
更
処
理
の
申
出
書
を
社
会
保
険
事
務
所
で
受
け
付
け
て
か
ら
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
に
進
達
す
る
ま
で

の
日
数
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
事
務
所
の
受
付
状
況
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
り
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

二
に
つ
い
て

そ

年
金
記
録
の
訂
正
に
よ
り
遡
及
し
て
支
給
さ
れ
る
年
金
給
付
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
五
年
の
消
滅
時
効
が
完
成
し
て
い
な

い
年
金
を
一
括
し
て
支
払
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
消
滅
時
効
が
完
成
し
て
い
る
年
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
年
金

保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
に
係
る
時
効
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
一
号
。
以
下

「
年
金
時
効
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
及
び
第
二
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
給
付
を
一
括
し
て
支
払
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
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三
に
つ
い
て

年
金
受
給
者
か
ら
の
記
録
訂
正
に
伴
う
裁
定
変
更
処
理
の
申
出
を
社
会
保
険
事
務
所
で
受
け
付
け
た
際
に
、
年
金
時
効
特

例
法
に
基
づ
く
給
付
の
支
払
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
裁
定
変
更
処
理
の
申
出
に
併
せ
て
、
そ
の
旨
の
報
告
を
社
会
保
険

事
務
所
か
ら
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
に
進
達
し
、
同
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
裁
定
変
更
処
理
を
行
っ
た
後
、
年
金
時
効
特
例

法
に
基
づ
く
給
付
に
つ
い
て
決
定
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
事
案
ご
と
の
処
理
期
間
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
の
作
業
が
膨
大
と
な
る
こ

と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
と
し
て
は
、
今
後
、
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
職
員
の
再
配
置
、
新
た
に
採
用
す
る
任
期
付
き
職

員
の
重
点
配
置
、
派
遣
職
員
の
配
置
、
社
会
保
険
庁
本
庁
及
び
地
方
社
会
保
険
事
務
局
か
ら
の
同
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
支
援

等
に
よ
り
事
務
処
理
体
制
の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
機
能
強
化
を
行
う
こ
と
と
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
取
組
に
よ
り
、
社
会
保
険
事
務
所
か
ら
進
達
さ
れ
た
裁
定
変
更
処
理
の
申
出
に
つ
い
て
、
同
セ
ン
タ
ー
に

二



お
い
て
、
原
則
と
し
て
三
か
月
以
内
の
裁
定
変
更
処
理
を
行
う
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
事
案
ご
と
の
試
算
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
の
作
業
が
膨
大
と
な
る
こ
と
か

ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三


